
年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
　
日

所
属
自
治
会
（居
住
区
）

家
屋
の

被
　
害

状
　
況

半
壊
・一
部
損
壊
の
場
合
：寝
泊
ま
り
可
・寝
泊
ま
り
不
可
・分
か
ら
な
い

車
車
種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ン
バ
ー

ペ
ッ
ト

携
帯
番
号

氏
名

住
所

電
話
番
号

続
柄

性
別
生
年
月
日
年
齢
勤
務
先

資
格
・特
技

現
在
寝
泊
ま
り
し
て

学
校
・学
年

要
介
護

障
が
い
者
妊
産
婦
そ
の
他
無
事
不
明
死
亡
い
る
場
所
（避
難
所

家
高
齢
者

自
宅
、
親
類
宅
等
）

族
世
帯
主

構 成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
意
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
意
し
な
い

特
に
避
難
所
生
活
で
配
慮
を
希
望
す
る
こ
と
(通
院
治
療
・服
薬
の
有
無
、
各
種
障
害
手
帳
の
所
持
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
集
団
生
活
の
不
安
、
避
難
所
で
の
希
望
な
ど
）

　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
　
日

入
所
年
月
日

居
住
の
可
否
　
（　
可
　
・　
否
　
）

ふ
り
が
な

全
壊
　
・　
半
壊
　
・　
一
部
損
壊
　
・　
被
害
無
し

記
入
者
氏
名

避
難
者
カ
ー
ド

退
所
後
連
絡
先
（電
話
番
号
）

備
　
考

氏
　
名

配
慮
の
区
分

安
否
確
認

避
難
者
一
覧
の
掲
示
・公
開

退
所
年
月
日

退
所
後
住
所

住
　
所

有
り
（種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）　
　
無
し

電
話
番
号

緊
急
連
絡
先

※
必
ず
記
入

電
話
番
号断
水
　
・　
停
電
　
・　
電
話
不
通

様式１



健康状態チェックカード

当日の体調を記入し、受付に渡してください。

氏名 　　　　記　入　日　　　　　月　　　　　　　日

　　　　記入時間　　　　　時　　　　　　分

○体調につて

②息苦しさがありますか

③味や匂いを感じられない状態ですか

④咳やたんがありますか

⑤全身倦怠感がありますか

⑥嘔吐や吐き気がありますか

⑦下痢が続いていますか

◇肺炎球菌ワクチンの接種について

⑧肺炎球菌のワクチンを接種して
　いますか

⑨現在、医療機関に通院していますか

　　（症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑩現在、服薬していますか

　　（薬名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑪避難所での生活で、介護や介助が必要ですか

⑫避難所での生活で、配慮を要する障がいがありますか

　　「はい」の場合具体的に記入

⑬乳幼児と一緒ですか（妊娠中も含む）

⑭呼吸器疾患、高血圧、糖尿病、その他基礎疾患は

　ありますか
　　「はい」の場合具体的に記入

（体温　　　　度）

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

①発熱はありますか
はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい・いいえ・不明

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

様式２



こ
の
チ
ェ
ッ
ク
表
は
医
師
、
保
健
師
、
衛
生
係
の
巡
回
時
等
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い

健
康
状
態
チ
ェ
ッ
ク
表
（１
週
間
）

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

記
入
日

／
（
月
）

／
（
火
）

／
（
水
）

／
（
木
）

／
（
金
）

／
（
土
）

／
（
日
）

朝
度

昼
度

夕
度

朝
度

昼
度

夕
度

朝
度

昼
度

夕
度

朝
度

昼
度

夕
度

朝
度

昼
度

夕
度

朝
度

昼
度

夕
度

朝
度

昼
度

夕
度

体
温

息
苦
し
さ
が
あ
る

・
息
が
荒
く
な
っ
た
（
呼
吸
数
が
多
く
な
っ
た
）

・
急
に
息
苦
し
く
な
っ
た

・
少
し
動
く
と
息
が
あ
が
る

・
胸
の
痛
み
が
あ
る

・
横
に
な
れ
な
い
、
座
ら
な
い
と
息
が
で
き
な
い

・
肩
で
息
を
し
た
り
、
ぜ
ー
ぜ
ー
息
を
す
る

に
お
い
や
味
を
感
じ
な
い

咳
や
た
ん
が
ひ
ど
い

全
身
の
だ
る
さ
が
あ
る

吐
き
気
が
あ
る

下
痢
が
あ
る

そ
の
他
の
症
状
が
あ
る

・
食
事
が
食
べ
ら
れ
な
い

・
鼻
水
・
鼻
づ
ま
り
・
の
ど
の
痛
み

・
頭
痛
・
関
節
痛
や
筋
肉
痛

・
体
に
発
疹
が
で
き
て
い
る

・
目
の
充
血
、
目
や
に
が
多
い
な
ど

チ
ェ
ッ
ク
欄

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

（
症
状
）

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

（
症
状
）

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

（
症
状
）

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

（
症
状
）

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

（
症
状
）

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

（
症
状
）

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

は
い
・
い
い
え

（
症
状
）

様式３



指定避難所
（学校等）

（１～２日）（直後）

開設準備が
整い次第順次
（目安：３日目～） （１週間～１ヶ月）

災
害
発
生

緊急
避難
場所

・福祉的支援が必要な要配慮者の把握
（「福祉的トリアージ」）

・福祉避難所の必要性の把握

・開設可否・受入人数等
の連絡調整

福
祉
避
難
所
開
設

・福祉避難所としての
使用可否判断

→開設可能

・物資の確保
・人員の確保
※必要に応じて
県へ要請

【要配慮者】

移動

【市】

調整

調整

〇介護者等の支援
を受けながら
避難生活

・職員の安否確認
・建物の被害確認
・利用者の安全確保

調整

福祉避難所に関する周知事項

従って、要配慮者に該当する方であっても福祉避難所に直接避難すること
はできません。要配慮者の方も発災後は、緊急避難場所を経て、指定避難所
に避難していただきます。

市が指定避難所内に福祉的支援が必要な要配慮者がいると確認し、諸調整
の後、社会福祉施設等に開設を要請し、了承を得てからの開設となります。

【社会福祉施設等】

開設準備
開設要請

開設可否の判断

災害発生後、３日目以降に開設することを目安としています。

１ 福祉避難所の位置づけ

福祉避難所は災害時要配慮者の障がいの程度や心身の健康状態を考慮して、
一般の避難所生活が困難と判断した場合に、必要性の高い方から優先的に入
所していただく二次的な避難所です。

２ 福祉避難所の開設までの流れ

別紙１－１



４ 利用者と避難者の分離

指定避難所に避難した要配慮者の方を保健師等がスクリーニングを行い、
福祉避難所に入所していただくことが適切と判断され、優先順位の高い方
から本人の同意を確認後に福祉避難所に入所していただくことになります。

家族等の介護を中心に施設の職員による補助的な介助により生活が可能
な方が福祉避難所の入所対象者となります。

３ 福祉避難所への入所者の選定

福祉避難所には介護にあたる家族等の方も入所します。

原則、緊急入所あるいは病院への入院が必要な方は福祉避難所の入所対
象とはなりません。

福祉避難所と同じ建物に利用者がいる場合、利用者と避難者の居住スペ
ース、動線を完全に分離し、接触しないようにします。

トイレ、洗面所も分離し、風呂など利用場所の分離が難しい場合には利
用日や使用時間を分けて接触しないようにします。

感染症が収束しない中において福祉避難所を設置する場合は施設内で利
用者と避難者が接触しないようにします。

別紙１－２

２人

２人 ２人

２人

１人

１人

１人

支援者の
休憩場所

玄関

トイレ

洗面所

会議室等

物品保管
場所

体調不良者
が出た場合
の隔離場所

パーテイション

可能であれば出入り口を分けることが望ましい
できなければ、パーテイション等で通路を分離

利用者生活ゾーン
（避難者は立ち入り禁止）

利用者が生活している建物を福祉避難所として使用する場合のゾーニング例

福祉避難所

事務室

２人
２ｍ

２ｍ



「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとり
ましょう。

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、

災害時には、危険な場所にいる人は
避難することが原則です

・避難とは「難」を「避」けること

安全な場所にいる人まで避難場所に行く
必要はありません

・避難先は、公民館・学校だけではありません

安全な親戚・知人宅に避難することも考え
てみましょう

・避難所へ行く際は必ずマスクを着用します

とるべき避難行動を事前に検討

避難時の注意事項

・事前に「避難者カード」を作成しておき、

参集時「健康状態チェックカード」を記入
し持参します

一方で避難所に多くの人が集まると、感染リスクが高まります。
特に高齢者や持病のある方などは重症化する可能性が高くなり

ます。事前にコロナウイルス感染症への備えをし、早めの避難を
心がけましょう

新型コロナウイルス感染症が収束しない中での災害時の避難
別紙２－１



・マスク・体温計・除菌シート・ゴミ袋・
上履き等の衛生用物品

・車中泊をする場合は、浸水等しないか、周囲
の状況を十分に確認してください

また排気ガス及び※健康対策に留意する
必要があります

・避難所では常に人との間隔をできるだけ
２ｍ（最低１ｍ）空けます

避難所生活での留意事項

次の物はできるだけ自ら携行してください

・服用中の薬や医療機器（眼鏡、補聴器、
杖等）

・健康状態が分かる書類（お薬手帳、障がい
者手帳等）

・避難所に到着時、風邪症状等がある又は
濃厚接触者に指定されている場合には、
受付で必ずそのことを伝えます

・熱中症にも留意し、水分の補給を行い、

外で活動する時は適宜マスクを外します

別紙１－２

※健康対策：エコノミー症候群及び熱中症対策
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避
難
所
共
用

運
営
ス
タ
ッ
フ
用

品名 数量 保管場所 メモ

マスク

消毒液（アルコール）

ペーパータオル

液体せっけん

非接触型体温計

扇風機

サーキュレーター

加湿器

スポットクーラー

ストーブ（電気未使用）

ストーブ

簡易テント

パーテイション

フェイスシールド

使い捨て手袋

防護服

レインコート

タオル

マスク

パイプ椅子

座卓椅子

段ボールベッド

簡易トイレ

ブルーシート

養生テープ

計測棒（２ｍ）

ビニール袋（ゴミ袋）

避難所の物資・資材リスト（新型コロナウイルス感染対策用）

避難所名

マスク、防護服、手袋等の着脱法や消毒方法について事前に確認しておきます

別紙3
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事前受付

①施設の利用者や介護職員と避難者の動線を分けることで、避難者からの感染リスクを
減らします。

②福祉避難所が使用するスペース（トイレ、洗面所、物品保管庫、スタッフ詰所等）は
利用者の生活ゾーンの外に設け、利用者との共用はしないようにします。

２人

２人 ２人

２人

１人

１人

１人

支援者の
休憩場所

玄関

トイレ

洗面所

会議室等

物品保管
場所

体調不良者
が出た場合
の隔離場所

パーテイション

可能であれば出入り口を分けることが望ましい
できなければ、パーテイション等で通路を分離

利用者生活ゾーン
（避難者は立ち入り禁止）

ゾーニング例１：利用者が生活している建物を福祉避難所として使用する場合

福祉避難所

事務室

２人
２ｍ

２ｍ

③体調等不良者（感染疑い者）等の専用スペースは、会議室等を活用し、可能な限り居
住スペースとは別室とします。

④入館者には入り口（事前受付）で必ず検温や手指消毒を行い、物品の受け渡しは入り
口の外で行います。

物品受渡
し場所

別紙4-1

ゾーニング例



事前受付

物品の受け
渡し場所３ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２人用
（要配慮者＋支援者）

トイレ
洗面所

物置
（専用スペース）

２人 ２人 ２人

２人 ２人 ２人

２人

別棟となっている地域交流スペース等を福祉避難所とする場合

ゾーニング例２：利用者が生活していない建物を福祉避難所として使用する場合

①福祉避難所に入所できる者はあらかじめ定め（要配慮者と支援者１名）、入所者には
入り口（事前受付）で検温、手指消毒を行います。

②福祉避難所を開設する建物内に支援者の休憩場所等も設置し、できるだけ周辺の建物
内に避難者やその支援者が立ち入らないようにします。

支援者の
休憩場所

③福祉避難所を開設した建物と主要な建物の双方で業務にあたる職員については、限定
するなど出入りが少なくなるように工夫します。

２ｍ

２ｍ

２ｍ

福祉避難所

別紙4-2



２
ｍ

２
ｍ

体
育
館
の
よ
う
な
広
い
空
間
に
お
い
て
、
健
康
な
人
が
滞
在
す
る
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

感
染
対
策
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
は
パ
ー
テ
イ
シ
ョ
ン
や
テ
ン
ト
を
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

重
症
化
リ
ス
ク
の
高
い
高
齢
者
、
基
礎
疾
患
を
有
す
る
人
、
障
が
い
者
、
妊
産
婦
等
が
滞
在
す
る
場
合
に
は
、
教
室
等
に
居
住
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
。

世
帯
単
位
で
各
区
画
に
入
居
し
、
各
区
画
間
は
２
ｍ
（最
低
１
ｍ
）空
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

避
難
所
内
で
は
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に
人
と
人
の
距
離
が
１
ｍ
と
な
る
場
合
は
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
。

ゾ
ー
ニ
ン
グ
例
（パ
ー
テ
イ
シ
ョ
ン
・テ
ン
ト
を
利
用
）

別紙５



手指消毒液

受付担当

手指消毒確認及び検温体調確認及び誘導

受付担当

健康状態チェックカードを受領する
（確認後、避難者に返す）

避難所内受付

避難者カード及び健康状態
チェックカードを受領する

避難者カードと健康状態
チェックカードは案内者が
受領し、受付に渡す

避難者カードの管理（名簿化）
避難者の居住場所の割り振り

異常のない方

体調等不良者

物品預かり
スペース

物品の受付

引き渡し

避難者や支援者
２ｍ

２ｍ

２ｍ

居住スペース

専用スペース

事前受付

事前受付で行うこと

【発熱や体調の確認】
□体温計による体温の確認（３７．５度以上か、３７．０以上ある場合、ここ数日の間に３７．５度以上
になったことがあるか確認）

□息苦しさはあるか
□味や匂いを感じられない状態か
□咳や痰があるか
□全身倦怠感があるか（起きているのがつらくないか）
□嘔吐や吐き気があるか
□下痢が続いているか（１日３回以上の下痢）
【発熱や体調不良が無い場合】
□居住スペース受付に誘導
【発熱や体調不良がある場合】
□専用スペースに案内
□保健所、市災害対策本部と連携し、速やかに受診へ

事前受付のレイアウト例

「ネームカード」を配布する

別紙６
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新型コロナウイルス感染症疑い者発生時の対応フロー（シート１）

新型コロナウイルス感染症疑い者事例の発生
（健康状態チェックカードや健康状態チェック表等を活用）

体調等不良者を専用スペースへ移動

福祉避難所への出入りを原則禁止とする
（医療・介護関係者等避難者の生活に必
要不可欠な者を除く）

関係機関へ連絡（PCR検査前、後（結果）
等適宜）

・福祉避難所となっている施設
・市の災害対策本部

医師（主治医、施設の担当医等）に報告・
相談

新型コロナウイルス相談窓口へ連絡
（阿南保健所 電話:0884-28-9874

PCR検査を実施

PCR検査陽性 PCR検査陰性

本人への
対応

濃厚接触者
等への対応

保健所の指示に従い、入院
又は宿泊療養施設へ移動

※シート２
「濃厚接触者等への対応」
参照

医師の指示に従い、風邪症状等
が改善するまで「専用スペース」
で生活

PCR検査不要

利用場所の消毒・清掃（居住スペース、専用スペース、共用部分、
搬送車両等拭き取り）
ゴミの適切な処理（ウイルスが付着している可能性が高い廃棄物として処理）

感染拡大防止策の見直し・強化

※感染ルートや濃厚接触者の特定を行うため、福祉避難所開設後は施設への出入り者を常時記録
しておく。

※感染者が複数出た場合には、市は公衆衛生対策の観点から福祉避難所の閉鎖の必要性について
判断し、閉鎖が必要と判断した場合には、福祉避難所を閉鎖します。
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新型コロナウイルス感染症疑い者発生時の対応フロー（シート２）

福祉避難所において感染者が発生した場合には、濃厚接触者及び濃厚接触が疑われる避難者
や福祉避難所のスタッフ等を特定し、適切な対応を行う。
注：実際の現場における対応について、保健所からの指示があった場合には、その指示に従う。

【濃厚接触者】

新型コロナウイルス感染を疑う症状があった２日前から、隔離開始までの間に

①患者と※同室者あるいは長時間の接触（車内等）があった者
注：※体育館等の広い空間で間仕切りにより居住空間を分離している場合の「同室」の考え

方については、専門家（保健所）の指示に従います。

②適切な感染防護をせずに患者の介護等を行った者

③患者の痰、体液、排泄物等の汚染物に触れた可能性高い者

④手に触れることができる程度の距離（目安１ｍ）で感染防護をせずに１５分以上の接触が
あった者

【濃厚接触者】

職員 避難者

PCR検査

陽性 陰性

入院等 自宅待機
２週間

利用継続
（他の利用
者と接触を
避ける）

PCR検査

陽性 陰性

入院等

【接触が疑われる者】
・近い距離で数分間接触のあった者
・感染防護を行ったうえで介護等を行った者 等

職員 避難者

PCR検査 PCR検査

陽性 陰性 陽性 陰性

入院等 入院等業務継続 入所継続

PCR検査が不要と判断された職員・入所者は業務・入所を継続

濃厚接触者については、PCR検査が陰性で
あっても2週間程度は他者との接触を避ける
ようにします。
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福祉避難所入所者

（施設名： ）

氏名 年齢

氏名 年齢

要配慮者用

要配慮者氏名

支援者氏名
連絡先

支援者用

ネームカードの例

（おもて）

（うら）
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物品支給のレイアウト例

配布担当が行うこと

□手渡しを避けて配給（机に置き、受け取ってもらう等の工夫）

□飛沫感染防止パネル等を設置し、配給前後に机などを消毒

□マスク、使い捨て手袋、フェンスシールド等の着用

□エリア毎、順番に案内を行うなど、密集することを避ける

別紙６

飛沫感染防止パネル



へのご協力をお願いします！

新型コロナウイルス

感染症対策 へのご協力を
お願いします！

お互いがうつさないように

・隣の人とは、２ｍ以上離れて過ごしましょう

・常にマスクを着用しましょう

・ドアノブ等の共用部分に触れた後は、手洗い、消毒

を徹底しましょう

・毎日、体温・体調チェックをしましょう

◇ 朝、昼、夕３回実施します

◇ 発熱や体調が良くないときは、保険・衛生班にお知ら

せください。

・居住スペース内で食事をしましょう

避難所運営上のご協力のお願い

・定期的に換気しましょう

◇ ３０分に１回以上、５分間、窓を全開

・ドアノブ等の共用部分の消毒、トイレの清掃は毎日

こまめにやりましょう

◇ 家庭用塩素系漂白剤で拭いた後は水拭きしましょう

・物品や食事の提供時は、手渡しは避けましょう

・ゴミは各世帯で、ゴミ袋を密閉して捨てましょう
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感染症対策 へのご協力を
お願いします！
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厚生労働省健康局
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